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後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

問 

健
康
・
保
険
課　

国
民
健
康
保
険
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

保険料平成22・23年度

保険料の計算方法

※上限額が年額50万円から55万円に変更となりました。

平
成
24
・
25
年
度
の

保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

　

熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

は
２
年
ご
と
に
保
険
料
率
の
見
直
し
を
行

い
、
次
の
と
お
り
に
決
定
し
ま
し
た
。

平
成
24
年
度
も

保
険
料
軽
減
は
継
続
し
ま
す

　

❶
所
得
が
低
い
人
や
❷
被
用
者
保
険
加

入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
保
険
料
は
、

継
続
し
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。

５
月
31
日
は「
世
界
禁
煙
デ
ー
」で
す

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

健康
妊
婦
さ
ん
の
喫
煙

　

喫
煙
は
、
早
産
や
流
産
な
ど
の
異
常
出

産
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
り
、
低
出
生

体
重
児
の
確
率
も
高
く
な
り
ま
す
。

未
成
年
の
喫
煙

　

喫
煙
の
開
始
年
齢
が
早
い
ほ
ど
肺
が
ん

や
虚
血
性
疾
患
に
な
る
確
率
が
高
く
な
り

ま
す
。
20
歳
未
満
で
喫
煙
を
開
始
し
た
場

合
、
肺
が
ん
に
よ
る
死
亡
率
は
非
喫
煙
者

に
比
べ
て
５
・
５
倍
と
な
り
、
ニ
コ
チ
ン

へ
の
依
存
度
も
高
く
な
る
と
い
う
報
告
が

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

禁
煙
対
策
は
、
今
や
世
界
の
共
通
課
題

で
あ
り
、
２
０
０
３
年
に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
で

「
た
ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世
界
保
健
機

関
枠
組
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、
社
会
的
に

分
煙
や
禁
煙
の
環
境
整
備
が
広
が
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
他
国
と
比
べ
、
ま

だ
ま
だ
喫
煙
率
が
高
く
、
喫
煙
者
本
人
の

健
康
ば
か
り
で
な
く
、
受
動
喫
煙
に
よ
る

周
囲
の
人
々
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

受
動
喫
煙
の
害

　

た
ば
こ
は
、
喫
煙
者
が
吸
い
込
む
「
主

流
煙
」
よ
り
も
、
た
ば
こ
の
先
端
か
ら
立

ち
上
が
る
「
副
流
煙
」
に
多
く
の
有
害
物

質
が
含
ま
れ
ま
す
。
タ
ー
ル
や
ニ
コ
チ
ン

は
約
３
倍
、
一
酸
化
炭
素
は
約
５
倍
も
濃

度
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
環
境
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、

非
喫
煙
者
の
肺
が
ん
発
生
率
が
高
く
な
り
、

子
ど
も
な
ど
は
気
管
支
炎
や
肺
炎
な
ど
に

か
か
り
や
す
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

禁
煙
へ
の
サ
ポ
ー
ト

　

自
分
の
意
志
で
始
め
た
喫
煙
で
も
、
依

存
性
の
あ
る
物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

多
く
の
人
が
、
自
分
の
意
志
で
や
め
る
こ

と
が
な
か
な
か
難
し
く
な
る
よ
う
で
す
。

禁
煙
は
、「
達
成
」
と
「
続
け
る
」
と
い

う
難
所
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
り
、
禁

煙
し
た
く
て
も
で
き
な
い
人
へ
の
支
援
や

次
の
世
代
が
喫
煙
を
選
択
し
な
い
よ
う
な

教
育
や
環
境
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

平
成
24
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
特
別
徴

収（
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）ま
た
は
普
通

徴
収（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）で
お
支

払
い
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
の
保
険
料
の
支
払
方
法
は

次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
23
年
度
の
最
後
の
支
払
方
法
が
次
の
人

❶
特
別
徴
収
だ
っ
た
人

　

４
月
か
ら
も
特
別
徴
収
で
保
険
料
を
お

支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

❷
普
通
徴
収
だ
っ
た
人

　

７
月
か
ら
普
通
徴
収
で
保
険
料
を
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

平
成
23
年
７
月
１
日
以
降
に
75
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
た
人
は
、
平
成
24
年
度
途
中

か
ら
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
の
で
、
左
表

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
へ

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
特
別
徴
収

で
お
支
払
い
の
人
、
ま
た
、
新
た
に
特
別

徴
収
で
支
払
う
予
定
の
人
は
、
申
し
出
に

よ
り
支
払
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

均等割額

所得割率

保険料額
（年額） ＝ 均等割額

47,900円 ＋

※被用者保険加入者とは、協会けんぽ、健保組合、共済組合などの被保険者のことです。

所得割額
（総所得金額等－33万円）×9.26％

47,000円

9.03％

平成24・25年度

均等割額

所得割率

47,900円

9.26％

※年金受給額が年間18万円未満の人などを除く。

❷被用者保険加
入者（※）に 扶養
されていた人の
軽減

※総所得金額の計算には、専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

被用者保険加入者に扶養されていた人も、保険料が軽減
されます。
特別措置として、当分の間は保険料の均等割額が９割軽
減されます（所得割額はかかりません）。
対象者は、資格を得た日の前日まで、被用者保険加入者
に扶養されていた人です。

❶
所
得
が
低
い
人
の
軽
減

保険料の均等割額（被保険者全員が等しく負担する保険料）の軽減

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額（※）が次の場合

基礎控除額（33万円）を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入
80万円以下（その他各種所得がない場合）

基礎控除額（33万円）を超えない世帯

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×世帯の被保険者数（被保険者で
ある世帯主を除く）を超えない世帯

基礎控除額（33万円）＋35万円×世帯の被保険者数を超えない世帯

保険料の所得割額（所得に応じて負担する保険料）の軽減

被保険者の総所得金額が次の場合

基礎控除（33万円）＋58万円を超えない人

軽減
割合

９割

8.5割

５割

２割

軽減
割合

５割

75歳の誕生日 普通徴収の月 特別徴収の開始月

平成23年７月１日～
10月１日の間

平成23年10月2日～
12月１日の間

平成23年12月２日～
平成24年２月１日の間

平成24年２月２日～
３月31日の間

普通徴収は
ありません

平成24年
７･８･９月

平成24年４月から

平成24年６月から

平成24年８月から

平成24年10月から

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

予防
接種

■
費
用　

無
料

■
接
種
医
療
機
関　

 

　
「
菊
陽
町
予
防
接
種
だ
よ
り
」
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

※

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

■
持
参
す
る
も
の　

　

母
子
健
康
手
帳

■
予
診
票

　

指
定
医
療
機
関
ま
た
は
、
健
康
・
保
険

課
に
あ
り
ま
す

※

役
場
で
受
け
取
る
場
合
は
、
母
子
健
康

手
帳
と
印
か
ん
が
必
要
で
す
。

　

平
成
24
年
度
は
、
通
常
の
３
歳
、
４
歳

の
お
子
さ
ん
に
加
え
て
、
小
学
校
２
年

生
・
３
年
生
・
４
年
生
の
お
子
さ
ん
に
も
、

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
お
勧
め
し
て
い

ま
す
。

　

保
護
者
の
人
は
、
母
子
健
康
手
帳
を
確

認
し
、
日
本
脳
炎
の
１
期
接
種
が
不
足
し

て
い
る
場
合
は
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
平
成
７
年
６
月
１
日
〜
平
成
19
年
４

月
１
日
生
ま
れ
」
で
、
１
期
・
２
期
の
接

種
が
終
わ
っ
て
い
な
い
お
子
さ
ん
は
、
20

歳
に
な
る
ま
で
の
間
、
未
接
種
分
を
接
種

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５
月
31
日（
木
）は
世
界
禁
煙
デ
ー
と
定
め
ら
れ
、
５
月
31
日（
木
）〜
６
月
６
日（
水
）

は
禁
煙
週
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
ば
こ
に
は
多
く
の
有
害
物
質
が
含
ま
れ
て
お
り
、
健
康
に
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

が
ん
や
循
環
器
病
な
ど
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
上
で｢

禁
煙｣

は
と
て
も
重
要
で
す
。

菊陽町健康増進計画（Ｈ24・
３策定）では、「たばこ」の
分野で、「未成年者の喫煙を
なくし、喫煙する人の割合
の減少」を具体的な目標と
して取り組んでいきます。

コ
ホ
ンコホ
ン


